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3F 第三者へ賃貸
2F ⻑男と家族居住 建物：父所有
1F 父と⺟居住

土地：父所有

両方のケースが考えられますので下記事例で検討してみましょう。

父と息子の間で賃貸借契約を結んで父所有の建物に息子が居住している。
父に相続が発生したら小規模宅地は特定居住用宅地？貸付事業用宅地？

・土地と建物は父所有
・建物は区分所有されていない
・1階父夫婦居住用
・2階⻑男と家族居住用
・3階第三者が使用
・⻑男の賃貸借契約条件は

3階賃貸の第三者のものと同水準
・⽗夫婦と⻑男家族は⽣計別
・土地と建物は⻑男が相続

〇特定居住⽤宅地について
父が居住している⼀棟の建物に⻑男が居住しているため、⻑男の居
住部分につき⼩規模宅地等の特例の適用があると考えられます。

〇貸付事業⽤宅地について
3階部分については第三者に賃貸しているため⼩規模宅地等の特例の
適用があると考えられます。
2階部分については⻑男が相続したことによって⻑男に対する賃貸借
契約が継続しなくなるため事業継続要件を満たさず貸付事業用宅地
としての⼩規模宅地等の特例はないと考えられます。

⼩規模宅地等の特例は相続税評価額を⼤きく引き下げることができます。
しかし、実務においては所有状況や建物の使用用途などは様々なケースが
存在し特例の適用の可否を判断するには知識と経験が求められます。
適用の判断でお悩みの⽅は是非東京シティ税理⼠事務所にご相談ください

事例


